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こども基本法



こども基本法の施⾏

■ 令和５年４⽉１⽇
こども家庭庁の設⽴
同⽇、こども基本法が施⾏



こども基本法とは

 全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会
の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを目的としてい
る

 こども施策の基本理念のほか、こども大綱の策定やこども等の意⾒の
反映などについて定めている



こども基本法とは

第十条 （略）

２ 市町村は、こども大綱（都道府県こども計画が定められているときは、
こども大綱及び都道府県こども計画）を勘案して、当該市町村における
こども施策についての計画（以下この条において「市町村こども計画」
という。）を定めるよう努めるものとする。

３〜5 （略）

こども基本法を根拠法とし、市町村こども計画を策定



こども大綱



こども大綱の目的

 これまで別々に推進されてきた、「少子化社会対策基本法」「子ど
も・若者育成⽀援推進法」「子どもの貧困対策の推進に関する法律」
を一元化するもの

 全てのこども・若者が⼼や⾝体、周囲の環境などに関係なく健やかに
成⻑し、幸せに生活ができる「こどもまんなか社会」を目指す



こどもまんなか社会とは

全てのこども・若者が、⽇本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条
約の精神にのっとり、生涯にわたる⼈格形成の基礎を築き、⾃⽴した個
⼈としてひとしく健やかに成⻑することができ、⼼⾝の状況、置かれて
いる環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、⾝体的・
精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイング）で生
活を送ることができる社会



こども施策に関する基本的な方針

① こどもの権利や個性を尊重し最善の利益を図る

② こどもや子育てに関わる⼈と対話しながら進める

③ ライフステージに応じて適切にサポートする

④ 全ての子どもが幸せに成⻑できるよう環境を整える

⑤ 若い⼈の生活を安定させ、子育てに希望を持てるようにする

⑥ 政府機関や地方⾃治体、⺠間団体などとの連携を重視する



箕輪町こども・子育て応援条例
について（概要）

令和６年４月１日施行



箕輪町こども・子育て応援条例周知資料（パンフレット：大人向け）より抜粋



箕輪町こども・子育て応援条例周知資料（パンフレット：大人向け）より抜粋



こども計画



こども計画の目的
こども大綱を勘案したこども計画を策定することで「こどもまんなか社
会」の実現につながる

このような、全ての子ども・若者が⾝体的・精神的・社会的に幸福な生
活を送ることができる社会を実現していくことが目的と考えられる

出典︓こども家庭庁「⾃治体こども計画策定のためのガイドライン（案）



盛り込む内容
こども大綱は、法第９条第３項において、以下を含むものでなければなら
ないとされている

・ 少子化社会対策基本法第７条第１項に規定する総合的かつ⻑期的な少
子化に対処するための施策

・ 子ども・若者育成⽀援推進法第８条第２項各号に掲げる事項
・ 子どもの貧困対策の推進に関する法律第８条第２項各号に掲げる事項

つまり、こども大綱を勘案して作成するこども計画では、少子化に対処す
るための施策、子ども・若者の健やかな成⻑に資する良好な社会環境の整
備、子どもの貧困対策に関する施策などを盛り込む必要がある



盛り込む内容
他にも

■ 居場所づくり

■ ライフステージに応じた事項

■ 児童虐待防止

■ ヤングケアラーへの⽀援

等を盛り込むことが考えられます



一体のものとして作成できる計画

こども計画は、既存の各法令に基づく計画と一体のものとして作成する
ことができるとされている

今回、第3期箕輪町子ども・子育て⽀援事業計画を一
体的に作成します



箕輪町こども計画（仮称）構成案
章 ⾒出し 項目

はじめに （1）計画の背景
（2）計画の位置づけ

（3）計画の期間
（4）計画の対象

1 こども・若
者や子育て
家庭を取り
巻く状況

（1）⼈口
（2）出生率
（3）婚姻率
（4）一⼈親家庭の状況
（5）児童虐待認定件数
（6）障がい児福祉サービスの利⽤状況
（7）保護者の就労状況
（8）その他（必要に応じ追加）

2 基本目標・
基本方針

（1）計画の目標
（2）計画の基本的な方針

3 子どもに関
する施策

（1）ライフステージに応じた事項
■妊娠期から乳幼児期への⽀援
■学童期・思春期
■⻘年期

章 ⾒出し 項目

3 子どもに関す
る施策

（2）ライフステージを通した事項
■こどもの権利・こどもまんなか社会の実現
■こどもまんなかまちづくり
■貧困対策
■障がい児・医療的ケアへの⽀援
■児童虐待防止対策
■ヤングケアラーへの⽀援
■困難を抱えたこども・若者の⾃殺対策

4 子育て当事者
への⽀援

（1）子育てや教育に係る経済的負担
（2）共働き・共育ての推進
（3）ひとり親家庭への⽀援
（4）地域子育て⽀援体制

5 第３期子ど
も・子育て⽀
援事業計画

（1）教育保育事業

（2）地域子ども・子育て⽀援事業

6 計画の推進・
管理

（1）計画の推進体制
（2）計画の進捗管理



策定するにあたり

■ こども基本法第11条では、こども等の意⾒を聴取し、施策への反映・
フィードバックさせるために必要な措置を講ずるものとするとされて
いる

■ こども大綱にも、意⾒聴取の意義が⽰されている

こどもや若者とともに社会をつくるという認識の下、安⼼して意⾒を述
べることができる場や機会を作るとともに、意⾒を持つための様々な⽀
援を⾏い、社会づくりに参画できる機会を保障することが重要



計画策定の進め方

１．実態把握
・基礎調査（国・県の動向、町のこども・子育てに係る現状把握）
・意⾒聴取（アンケート調査、ワークショップ、ヒアリング等）

２．計画の骨子案作成
３．素案・原案作成
４．パブリックコメント
５．原案確定 印刷



意⾒聴取の予定
■ 各種アンケート調査

・小学校6年生、中学2年生、⾼校2年生、若者（19歳以上）
・こどもフェスタにブースを設けてのアンケート

■ ワークショップ等
・小学生、中学生、⾼校生

こどもの居場所/学童クラブ/こどもフェスタこどもスタッフ会議 ほか

■ ヒアリング

保護者/小中学校教員/特別⽀援学級教員/学童クラブ指導員/ ほか

等を実施する予定です



今後のスケジュール

回収 報告書作成

作成 発送 入力・集計

第1回目は夏休み中に実施する予定です

素素案 案

計画書及び概要版の作成

印刷・製本

ヒアリング

審議会

こどもワークショップ

骨子案の検討

箕輪町こども計画（仮称）
の検討

パブリックコメント

アンケート調査
（住⺠意向調査）

業務内容 令和6年 令和7年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

基礎調査


